
改 正 後 現 行

１０Ａ 特定目的会社（新ＳＰＣ、ＳＰＴ）関係 １０Ａ 特定目的会社（新ＳＰＣ、ＳＰＴ）関係

別紙様式１ 別紙様式１

〔特定目的信託 届出書類チェックリスト〕 〔特定目的信託 届出書類チェックリスト〕

（中略） （中略）

特定目的信託契約締結届出審査書（資産流動化計画以外） 特定目的信託契約締結届出審査書（資産流動化計画以外）

届出者 届出者

審 査 項 目 審 査 結 果 審 査 項 目 審 査 結 果

１．特定目的信託の受託者（届出者）が信託会社等であるか １．特定目的信託の受託者（届出者）が信託会社等であるか

１２．特定資産の管理・処分について受託信託会社等に対して １２．特定資産の管理・処分について受託信託会社等に対して

指図を行うことができない旨規定されているか 指図を行うことができない旨規定されているか

（法１６９条１号） （法１６９条１号）

・特定目的信託契約書案（添付書類） ・特定目的信託契約書案（添付書類）

１３．原委託者は、信託した財産に係る受益証券に関する有価 １３．令第２６条に規定する著作権の管理・処分について、仲

証券届出書等に記載すべき重要な事項につき、受託信託会 介業務法第２条に規定する文化庁長官の許可を受けた業者

社等に告知しなければならない旨規定されているか に信託する旨規定されているか

（法１６９条３号） （法１６９条２号、令２６条）

・特定目的信託契約書案（添付書類） ・特定目的信託契約書案（添付書類）

１４．社債的受益証券の発行を予定する場合には、 １４．原委託者は、信託した財産に係る受益証券に関する有価

○当該種類以外の受益権を定めること 証券届出書等に記載すべき重要な事項につき、受託信託会

○信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を 社等に告知しなければならない旨規定されているか

行う時期及び配当を行う時期ごと配当額をあらかじめ定 （法１６９条３号）

めること

○利益配当は６月ごと又は１年毎に行うこと ・特定目的信託契約書案（添付書類）

○利益配当の額は一の社債的受益権ごとに均一とすること

○社債的受益権の額は変更することなく、当該元本の償還 １５．社債的受益証券の発行を予定する場合には、

は当該社債的受益権に係る最後の配当を行う時期に一括 ○当該種類以外の受益権を定めること

して行うこと ○信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を

○受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行 行う時期及び配当を行う時期ごと配当額をあらかじめ定

うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと めること

○配当又は元本償還ができない場合は、特定目的信託を終 ○利益配当は６月ごと又は１年毎に行うこと

了させること ○利益配当の額は一の社債的受益権ごとに均一とすること

が条件として規定されているか ○社債的受益権の額は変更することなく、当該元本の償還



（法第１６９条４号、令第３２条、規則第３０条） は当該社債的受益権に係る最後の配当を行う時期に一括

して行うこと

○受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行

うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと

○配当又は元本償還ができない場合は、特定目的信託を終

了させること

が条件として規定されているか

（法第１６９条４号、令第３２条、規則第３０条）


